
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
県
税
の
納
付
に
つ
い
て
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
を
指
定

納
付
受
託
者
に
指
定
し
た
。 

令
和
五
年
四
月
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

県
税
、
指
定
納
付
受
託
者
の
事
務
所
の
所
在
地
等
及
び
指
定
期
間 

                    

二 

指
定
を
し
た
日 

 
 

令
和
五
年
四
月
一
日 

 

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

（
Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ａ
、
Ｍ
ａ
ｓ

ｔ
ｅ
ｒ
ｃ
ａ
ｒ
ｄ
）

を

利
用
し
て
納
付
さ
れ

る
自
動
車
税
（
種
別

割
）
、
個
人
事
業
税

及
び
不
動
産
取
得
税 

 

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

（
Ｊ
Ｃ
Ｂ
、
Ａ
ｍ
ｅ

ｒ
ｉ
ｃ
ａ
ｎ 

Ｅ
ｘ

ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
、
Ｄ
ｉ

ｎ
ｅ
ｒ
ｓ 

Ｃ
ｌ
ｕ

ｂ
）
を
利
用
し
て
納

付
さ
れ
る
自
動
車
税

（
種
別
割
）
、
個
人

事
業
税
及
び
不
動
産

取
得
税 

県 
 

 
 

 

税 

 

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
今
橋
四
丁
目
五
番

十
五
号 

三
井
住
友
カ
ー
ド
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
社
長 

大
西 

幸
彦 

東
京
都
港
区
南
青
山
五
丁
目
一
番
二
十
二

号 株
式
会
社
ジ
ェ
ー
シ
ー
ビ
ー 

代
表
取
締
役
会
長
兼
執
行
役
員
社
長 

浜

川 

一
郎 

指
定
納
付
受
託
者
の
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
氏
名 

 

令
和
五
年
四
月
一
日

か
ら
同
年
六
月
三
十

日
ま
で 

令
和
五
年
四
月
一
日

か
ら
同
年
六
月
三
十

日
ま
で 

指

定

期

間 

 


